
災害の危険が高まった時

警戒水位・特別警戒
水位・危険水位に達
した場合に、市防災
本部より指示あり。

どの段階で連絡す
るか決めておく。

特別警戒水位＝避
難準備情報の発令 ・在宅か不在かを確

認する。
・避難をうながす
・必要に応じ支援する。

・要援護者の確認
・確認できない場合
は②へ。

・支援依頼等
・活動を支援

具体的な支援方法①
（神代地区社協支援方策参照）



具体的な支援方法②
（神代地区社協支援方策参照）

突如、災害が発生した場合
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